
三国東地区は大阪市の北部に位置し、JR・新幹線・オオサカメトロ新大阪駅、

オオサカメトロ東三国駅及び阪急三国駅に近く、北の玄関口である新大阪に隣接

する面積約３９ha の地区です。本地区は交通至便な地区でありながら道路、公

園などが未整備のまま市街化が進み老朽木造住宅が密集しており、居住環境や防

災性の観点から整備が必要な地区です。 

平成７年の阪神・淡路大震災を契機として、まちづくりに対する機運が高まり

「三国東地区まちづくり協議会」が発足、まちづくり勉強会など、住民による積

極的なまちづくり活動が進められてきました。 

三国東地区まちづくり協議会の要望を踏まえた計画案を作成し、平成１０年度

に都市計画を決定。平成１２年度には事業計画を決定し、平成２０年３月には、

仮換地の指定を行いました。 

今後も地元の皆様と共に、「子どもからお年寄りまで、安全で安心して暮らせる

ことのできる魅力あるまちづくり」を進めてまいります。 

平成 ７年 ９月：阪神・淡路大震災を契機として、防災性の向上等のため 

区画整理によるまちづくりの実現を望む機運が高まる 

平成 ９年 ７月：三国東地区まちづくり協議会の設立 

平成１０年 ８月：三国東地区まちづくり協議会 

「まちづくり構想案」及び要望書を大阪市長に提出 

平成１１年 ２月：土地区画整理事業の都市計画決定 

平成１２年 ２月：三国東地区まちづくり協議会 

「事業計画構想図」及び要望書を大阪市長に提出 

平成１３年 ３月：土地区画整理事業の事業計画決定 

平成１３年 ７月：事業計画の変更（第１回） 

平成１４年 ２月：土地区画整理審議会の設置 

平成１８年 ４月：仮換地案の概略位置の提示 

個別説明・要望調整 

平成１９年１０月：仮換地指定（案）の供覧 

平成１９年 ６月：事業計画の変更（第２回） 

平成２０年 ３月：土地区画整理事業の仮換地指定 

平成２１年 ４月：地区計画の決定、用途地域・容積率の変更 

平成２３年１０月：都市再生住宅（借家人住宅）竣工＜Ⅰ期＞ 

平成２５年 ７月：事業計画の変更（第３回）  

平成２９年 １月：都市再生住宅（借家人住宅）竣工＜Ⅱ期＞ 

平成３０年１１月：事業計画の変更（第 4回） 

令和 ５年１１月：事業計画の変更（第５回） 

令和 ６年 ９月：事業計画の変更（第６回） 

子子子どどどもももかかからららおおお年年年寄寄寄りりりまままでででががが、、、安安安心心心しししててて暮暮暮らららせせせるるる   

ふふふれれれあああいいいのののあああるるるまままちちちづづづくくくりりり   

※ この写真の黄線は、施行区域を表しており、印刷ずれの箇所

もありますのでご了承ください。(平成 19年１月撮影) 

仮換地指定 
建物等の移転 

道路・公園等の整備 

事業実施中の各種手続きについて 

★ 建物などを建てるとき 
土地区画整理事業施行地区内において、建築物の新築、改築、

増築をされる場合は、建築確認申請の前に土地区画整理法第

76 条の規程による許可が必要となり、申請にあたっては土地

区画整理事業施行者の意見が必要となります。 

★ 土地の分・合筆をするとき 
土地の分筆または合筆をされる場合は、登記所（法務局）へ

申請する前に土地区画整理事務所の経由が必要となります。 

★ 仮換地証明の発行 
登記・融資等の手続の際に、従前の土地と仮換地の内容を記

載した仮換地証明を発行します。 

令和１０年度（予定） 平成 20年 3月 

換地処分 

～


